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水防法の一部改正に伴う国土交通省への協力について 

 

 

 水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成 25年法律第 35号）が平成 25年 6月 12日

公布され、同年 7 月 11 日から施行されることとなり、これにより、国土交通大臣又は都道

府県知事が指定する浸水想定区域に所在する要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、

乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。）であって、その利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を図る必要があると認められるものとして市町村地域防

災計画にその名称及び所在地を定められたものの所有者又は管理者は、避難計画の作成や水

防訓練の実施等を行うよう努めることとされました。 

 今般の改正を受けて、水防法を所管する国土交通省の地方整備局等において、要配慮者利

用施設の所有者又は管理者に対する説明会を開催し、避難計画と既存施策との整合性等につ

いて案内を行う予定となっておりますので、貴部局におかれましては、管内市町村（指定都

市及び中核市を除き、特別区を含む。）や関係団体等にその旨周知いただくと共に、ご了知

願います。 

なお、上記説明会の詳細につきましては、追って地方整備局等から要配慮者利用施設等に

対して周知が行われる予定であることを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（参考） 

水防法（昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

 

（浸水想定区域）  

第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又第十三条第一項の規定により指定した河川につ

いて、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川に

ついて、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災に

よる被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に

関する計画の基本となる降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を

浸水想定区域として指定するものとする。  

２～４ 略 

  

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）  

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議を

いい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）

は、前条第一項の規定により浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（同

法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少な

くとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第

三号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理

者からの申出があった場合に限る。  

一・二 略 

三 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所

在地 

イ 略 

ロ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を

要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水

時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの  

ハ 略 

２～５ 略 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を

定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、

当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当

該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施

するほか、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自

衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は

自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の

国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を

変更したときも、同様とする。 



 
 

 

水防法施行規則（平成十二年建設省令第四十四号） 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項） 

第九条 法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設（法第十五条第一項第三号ロに規定する

要配慮者利用施設をいう。以下同じ。）の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなけ

ればならない。 

一 要配慮者利用施設における洪水時の防災体制に関する事項 

二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項 

三 要配慮者利用施設における洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事

項 

四 要配慮者利用施設における洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事

項 

イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災に

よる被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領

に関する事項 

ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項 

ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な措置に関する事項 

 

 


